
様式第九号(第十条の六関係

許可番号0622103695〔

住所静冊

氏 名

有限

取締

廃棄物の処理及

許可の年月日平成28年2月6壕

許 可の有効年月日平成33年2月5要

1．事業の範囲

事業の区分

あることを証する二

嘉棄』州策課

貴争雁1市

長 犀 F
三塁岸

中間処分一破砕（廃プラスチック類、紙くず、木くず、動植物性残澄、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類）

圧縮（廃プラスチック類、紙くず、木くず）

産業廃棄物の種涯

廃プラスチック類、紙くず、木くず、動植物性残湾、金属くず、ガラスぐず・コンクリート

くず及び陶磁器くず、がれき蕪

2．事業の用に供するすべての施設

裏面に記載のとお；'

3．許可の条件

4．許可の更新又は変更の状沢

平成8年2月6日新規

平成15年4月1日合併みなし

平成18年2月6日更新

平成23年2月6日更新

平成28年2月6日更新

5規則第10条の4第5項の規定による許可証の提出の有無有･唾

hidenori
見本




